
熊本市

オフサイトPPA方式による熊本市市有施設への

太陽光発電設備導入事業における基準適合方法等について

令和8年(2026年)1月27日（火）

環境局 環境推進部 脱炭素戦略課

1



2

０．目次

１．はじめに

２．事業概要について

３．意見交換の目的・対象

４．意見交換のテーマ

５．参考事例



3

１．はじめに

令和３年温対法改正により、同法第２１条第５項に基づき、市町村は地方公共団体実行計画において、
地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めることとされた。（努力義務）

本市においても、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再
エネを推進することを目的として、促進区域（市町村ごとの地域脱炭素化促進事業の対象となる区域）
等を設定することとしている。

再生可能エネルギーを利用した地域の脱炭素化のための施設（本市では太陽光発電設備としている）の
整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業であって、「地域の環境の保全の
ための取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を併せて行うもの。

（１） 背景

（２） 地域脱炭素化促進事業
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２．事業概要について

（１） 太陽光発電設備の整備

熊本市公募を検討

（間接型）
オフサイト

PPA

市有施設の屋根や市有地に、事業者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力は電力系統を介して、他
の市有施設に供給する。本市は供給量に応じた電気料金を支払い、供給先の施設で太陽光で発電した電
力を使用する。

（２） オフサイトPPA

本事業では、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、熊本市上下水道施設の未利用地（南部
浄化センター・西部浄化センター）にオフサイトPPA方式で太陽光発電設備を設置し、市有施設に電力の
供給を行う。

施設名：南部浄化センター

住所：熊本市南区元三町4丁目1番1号

敷地面積： 111,000㎡

実施年度（予定）：R8契約、R9施工

施設名：西部浄化センター

住所：熊本市西区沖新町4944-3

敷地面積：120,700㎡

実施年度（予定）：R9契約、R10施工
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２．事業概要について

（3） 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

太陽光発電設備の交付要件

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（別紙２・重点対策対象事業要件） 抜粋

イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地

(キ) 太陽光発電設備（地域共生・地域裨益型）

g 次の（a）又は（b）のいずれかを満たすこと。

（a）

（b）

公有地や農地、ため池、廃棄物最終処分場を活用して再エネ発電設備を設置する事業で
あって、再エネ発電設備の整備にあわせて地域の環境の保全のための取組及び地域の経
済及び社会の持続的発展に資する取組であること（（b）の場合を除く。）。

再エネ発電設備を導入する市区町村において、地方公共団体実行計画の一部として、地
域脱炭素化促進事業に係る促進区域、地域の環境の保全のための取組及び地域の経済
及び社会の持続的発展に資する取組を定めている場合（計画改定作業中の場合を含む。
また、既存計画の別冊として定めることも可。）に、当該計画の記載内容に適合している
こと。ただし、建物の屋根上に設置する再エネ発電設備を除く。

本市は促進区域等を定めることとなるため、交付金を活用する上で(b)の要件を必ず満たす必要がある。
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３．意見交換の目的・対象

（１） 意見交換の目的

（２） 実施する必要のある３つの取組

1. 事業を実施するにあたり、令和８年（２０２６年）３月に策定予定の「第２次熊本連携中枢都市圏地球温
暖化対策実行計画」の地域脱炭素化促進事業に関する基準への適合を検討している。当該基準にお
いて、実施する必要のある取組の達成方法について情報収集を行うもの。

2. 公募に先立ち、民間事業者へ情報提供を行うことで、事業への参画意欲を高める。

1． 再生可能エネルギーの地産地消

発電で得られた電気を自家消費するとともに、余剰電力は都市圏域の住民や事業者が利用する

 エネルギーとして活用すること。

2. モビリティの脱炭素化

再エネ電気を活用した電動車の導入等、モビリティの脱炭素化に資する取組を実施すること。

① 地域の脱炭素化のための取組（意見交換対象）
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３．意見交換の目的・対象

（２） 実施する必要のある３つの取組

「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」に定めら
れた、環境の保全に適切に配慮するための措置を講じる必要がある。加えて、促進区域が含まれる市町
村の条例に従い、取組を実施する必要がある。

② 地域の環境の保全のための取組（意見交換対象外）

1.  地域の経済活性化に資する取組

例 ： 地域新電力等と連携し域内に安価な再エネ電力を供給することで、域内の経済循環を推進する

2. 地域の課題解決に資する取組

例 ： 事業収益の一部を市町村が設置する地域振興等に係る基金へ寄附する

3. 地域の防災対策の推進に資する取組

例 ： 再エネ電力を非常時の災害用電源として地域へ供給する

③ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組（意見交換対象）
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４． 意見交換のテーマ

1. 本事業の中でどのような取組を実施することが可能か

2. 実施に当たり障壁となる事項やどのような解決策が考え
られるか



５． 参考事例
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